
No. 区分 質問 回答 

1 対象者 
どのような理由で利用できま

すか。 

保護者の方のリフレッシュ、学校行事、通院、自己実現、

残業など幅広い理由で利用できます。また、ベビーシッ

ターを活用した共同保育を必要とする方も利用できま

す。 

2 対象者 共同保育とは何ですか 

保護者とベビーシッターが共同して保育することで、子

育ての不安を解消することを図ります。なお、保護者が

契約において同意していること、保護者は常に保育に関

わっていることが必要です。 

3 対象者 

共同保育（保護者とベビーシ

ッターが一緒に保育）で、補助

対象となるのはどういう場合

か。 

※共同保育を行わない事業者

もございますので、ご利用前

に必ず事業者にご確認くださ

い。 

①保護者と１人のベビーシッターが、１人の補助対象児

童を一緒に保育した場合は、１人分の保育料が補助対象

となります（この場合、下記書類は不要）。 

②保護者と１人のベビーシッターが、２人の補助対象児

童を一緒に保育し、かつ１人分の保育料を支払う契約を

した場合、１人分の保育料を補助します（この場合、下記

書類は不要）。 

③保護者と１人のベビーシッターが、２人の補助対象児

童を一緒に保育し、かつ２人分の保育料を支払う契約を

した場合、２人分の保育料を補助します。 

【③の場合の必要書類】 

ベビーシッターと保護者が共同保育をしたことがわかる

資料と児童ごとの利用時間、保育料がわかる領収書（資

料等）。 

4 対象者 

保護者が不在時、ベビーシッ

ター１人が、補助対象児童２

人の保育をする場合、補助対

象となるか。 

補助対象になりません。補助対象児童２人の場合は、ベ

ビーシッター２人でないと補助対象になりません。 

5 対象者 
保育園や幼稚園などに入園し

ていても対象ですか。 

保育園や幼稚園などの保育施設に入園していても対象と

なります。 

6 対象者 
育児休業中でも、この事業を

利用できますか。 
はい。利用できます。 

7 対象者 
実家が東大和市にあり里帰り

する場合、対象になりますか。 

東大和市に住民登録があることが要件なので、住民票が

東大和市にない場合は対象外です。本事業の対象者は、

東大和市に住民登録がある児童とともに市内に居住し、

住民基本台帳に登録されている方です。 
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8 対象者 
子どもの住民票が東大和市に

ない場合、対象になりますか。 

住民票が東大和市にない場合は対象外です。本事業の対

象者は、東大和市に住民登録がある児童とともに市内に

居住し、住民基本台帳に登録されている方です。 

9 対象者 

サービス利用時は東大和市内

に住んでいましたが、現在（補

助金申請時）は市外に在住し

ています。この場合、補助金を

申請できますか。 

はい。東大和市在住時に利用した分が補助の対象となり

ますので、市外に転居していても補助金を申請できます。 

10 対象者 

兄弟姉妹で利用する場合、児

童と同数のベビーシッターを

派遣してもらう必要がありま

すか。 

児童と同数のベビーシッターを派遣してもらう必要があ

ります。共同保育を利用する場合は、１人のベビーシッ

ターで兄弟姉妹の保育が可能です。ただし、事業者によ

っては、共同保育の依頼を受付けていない事業者があり

ますので、詳しくは事業者へお問い合わせください。 

11 対象者 

兄弟姉妹で利用する場合、小

学生の場合も１対１の配置を

行う必要がありますか。 

小学生以上の兄弟姉妹を預かる場合であって、かつ、保

護者が契約において同意しているときは、ベビーシッタ

ー１人であっても、兄弟姉妹の保育が可能です。ただし、

未就学児の兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数と同数

のベビーシッターを配置する必要があります。（例：１歳、

３歳、小学１年生の児童を預かる場合は、ベビーシッタ

ー２人） 

12 時間・期間 
対象となる利用日、利用時間

帯はいつになりますか。 

毎日、２４時間、日曜、祝日、年末年始も補助対象になり

ます。 

13 時間・期間 
補助の対象となる期間は、い

つからいつまでですか。 

令和７年４月１日～令和８年３月３１日の利用分が対象

です。 

14 時間・期間 
年間何時間まで利用できます

か。 

お子さん１人あたり年１４４時間、多胎児（ふたご、みつ

ご等）はお子さん１人あたり年２８８時間まで利用でき

ます。 

15 時間・期間 

利用が上限の時間数に満たな

い場合は、次の年度に繰り越

すことはできますか。 

同一年度内の上限時間を定めていますので、繰り越すこ

とはできません。 

16 
対象 

利用料 

補助対象となるのは純然たる

保育サービス提供対価のみと

ありますが、保育に付随する

料金もすべて対象外でしょう

か。 

保育に係る基本料金のほか、補助の対象となる料金は次

のとおりです。 

・早朝、夜間による加算 

・土日等利用日による加算 

・短時間利用による割増 

・直前予約による加算 

・０歳児保育加算（年齢による加算） 

・沐浴の実施による加算 

・病児、病後児による加算 など 



17 
対象 

利用料 

補助対象とならない料金は、

具体的にはどのようなもので

すか。 

補助対象とならない料金は次のとおりです。 

・入会金、会費、申込金、交通費、キャンセル料、保険料 

・クーポン等利用分 

・家事援助（料理・洗濯等）サービス利用分 

・遠方訪問による加算 

・教育（宿題をみる、絵を教える等）の実施による加算 

など 

18 
対象 

利用料 

保育と家事援助を同時に依頼

した場合、補助対象となりま

すか。 

保育をしながら家事をする場合は、補助対象となりませ

ん。一方で、ベビーシッター１人に児童１人の保育とい

う保育基準を満たし、保育と家事の時間が明確に区別で

きる場合は、保育の部分のみ補助対象となります。 

19 
対象 

利用料 

対象利用料は「純然たる保育

サービスの提供対価」とあり

ますが、対象児童の保育園等

への送迎は補助対象となりま

すか。 

保育に付随する送迎は補助対象となりますが、保育を伴

わない送迎のみの利用については補助対象となりませ

ん。 

20 
対象 

利用料 

クーポンや福利厚生で割引を

受けた場合でも補助申請でき

ますか。 

補助申請できます。ただし、補助対象金額は割引後の料

金となります。利用したクーポンやポイント、福利厚生

の内容等、割引を受けたことがわかる書類を申請書に添

付してください（利用明細書等でクーポンの金額の記載

がある場合は省略可）。なお、申請時に、交通費などの補

助対象外経費に割引額が割り当てられたことが明確にわ

かる明細書等の提出がない場合は、一律に補助対象利用

料（保育サービス提供対価）から差し引いて補助額を計

算します。なお、申請後の補助対象額の変更はできませ

ん。 

21 場所 

自宅以外で保育をお願いした

場合も、補助の対象になりま

すか。 

本事業では、預かり場所の制限は設けていません。契約

した事業者が対応可能であれば、自宅以外での保育も補

助対象となります。 

 

22 
対象 

事業者 

どの事業者を利用すればいい

ですか。 

東京都福祉保健局のホームページ「ベビーシッター利用

支援事業（一時預かり利用支援）」に記載されている、認

定事業者のみ利用できます。 

 

23 
対象 

事業者 

市が事業者を紹介してくれる

のでしょうか。 

市が特定の事業者を紹介することはありません。認定事

業者のホームページ等をご覧の上で、お選びください。 

（事業者選びでお困りの際は、お気軽に保育課へご連絡

ください。） 

 



24 
対象 

事業者 

従事するベビーシッターが、

補助対象となるベビーシッタ

ーの要件を満たすのか知るこ

とはできますか。また、対象の

ベビーシッターはどのような

資格・経験を有していますか。 

対象となるベビーシッターかどうかは、事業者へ直接お

問い合わせください。また、対象となるベビーシッター

は、東京都が定める要件（研修受講、保育経験、資格保有

等）を満たしている方になります。 

25 
利用の 

流れ 

事業者と契約する際に、注意

すべき点はありますか。 

①契約前に厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを

利用するときの留意点」（厚生労働省ホームページ）をご

確認ください。 

②契約する際に「東京都のベビーシッター利用支援事業

（一時預かり利用支援）を活用したい」と必ず申し出て

ください。 

26 交付申請 

補助金申請書、請求書、口座振

替依頼書の氏名は、領収書の

氏名と異なっていてもよいで

すか。 

補助金申請書、請求書、口座振替依頼書の申請者の氏名

は、領収書の氏名と同一としてください。ベビーシッタ

ーの利用者、補助金交付申請者・振込口座名義、領収書の

氏名は、同じ方である必要があります。 

27 交付申請 

数か月前に利用しましたが、

申請を忘れていました。まと

めて申請することはできます

か。 

同一年度の利用であれば、まとめて申請することも可能

です。ただし、令和７年度利用分の申請について、最終提

出日後（令和８年４月１５日）に申請することはできま

せん。 

28 交付申請 

「ベビーシッター要件証明

書」の交付を受けずに利用し

た場合、事後に交付を受けれ

ば申請できますか。 

要件証明書は、利用時に交付を受けてください。発行日

が、利用日当日以前の日付であることを必ず確認してく

ださい。 

29 交付申請 

前回の申請時と同様にベビー

シッターを利用した場合、改

めて「ベビーシッター要件証

明書」を提出する必要があり

ますか。 

要件証明書は、前回申請時に提出済みであっても、申請

ごとに提出してください。 

30 交付申請 
要件証明書は、ベビーシッタ

ー全員分必要ですか。 

異なるベビーシッターを利用した場合、全員分の要件証

明書が必要になります。 

 

31 交付申請 

午後６時３０分～午後９時ま

で（２時間３０分）の利用を３

回した場合、６時間が補助の

対象になりますか。 

利用時間に対する補助額の計算は、申請ごとに利用時間

を合計し、１時間未満の時間は切り捨てになります。午

後６時３０分～午後９時まで、２時間３０分の利用を３

回した場合は、合計７時間３０分になりますので、７時

間分の補助金として、上限１７,５００円（２,５００円

×７時間分）の交付となります。 

 



 

32 交付申請 申請はいつまで可能ですか。 

令和７年度利用分については、令和８年４月１５日（水・

必着）が最終提出期限になります。期限を過ぎた場合は、

受け付けることができません。 

33 交付申請 

利用料金をクレジットカード

で支払っているため、領収書

が令和７年度の最終締切日令

和８年４月１５日に間に合わ

ない場合、どうしたらいいで

すか。 

保育課までご相談ください。 

34 その他 

交付を受けた補助金は、所得

税等の課税対象となります

か。 

令和３年度の税制改正により、一時預かり利用支援の補

助金は非課税対象となります。 

35 その他 

この事業はいつまで継続予定

ですか。 

 

令和８年３月３１日までです。令和８年度以降の実施に

ついては、市ホームページ等でお知らせいたします。（東

京都の補助制度を利用しているため、今後、都の制度が

見直された場合、事業の変更や継続をしない可能性があ

ります。） 


